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市では、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるように、支援が必要な

高齢者のための台帳登録制度を設けています。 

 

【各務原市要援護高齢者台帳とは】 

（１）市内に居住する原則６５歳以上の高齢者で、虚弱なひとり暮らしの方や

高齢者世帯の方などで、何らかの援護が必要な方を登録している台帳で

す。なお、介護保険の要介護認定者は４０歳以上の方でも登録できます。 

（２）台帳は、市・地域包括支援センター、民生委員児童委員及び地域の見守

り活動を行うボランティアなど、高齢者を支援するための情報として活用

されます。 

  

※令和３年度より台帳及び台帳登録を必要とする申請書類などの押印を廃  

止しました。  

 

【台帳登録に際して】 

迅速にお身体の状態把握等を行うため、皆様のお近くにお住まいの民生委員

（１７ページ参照）よりご意見を伺っています。 

要援護高齢者台帳の登録及び各サービスの申請について不明な場合は、担当

地区の民生委員や市役所高齢福祉課にお尋ねください。 

 

【個人情報の取り扱いについて】 

（１）友愛訪問事業などのため、ご本人の同意により、社会福祉協議会、小中学

校、ボランティア団体等へ情報提供しています。 

（２）介護保険法で定められた地域包括支援センターについては、市が設置し、

事業委託していることから、ご本人の意思に関わらず情報提供しています。 

（３）緊急時や救急活動等のため、ご本人の意思に関わらず、高齢者を支援する

ための情報として活用させていただくことがあります。 

 

 

 

総合的な高齢者福祉サービスのために 

■お問合せ 

  高齢福祉課 高齢福祉係 ☎058-383-1779（直通） 
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高齢者等生活支援事業 

 

 

１ 食の自立支援 

安否確認が必要な方で、かつ買物・調理が困難な方に夕食を提供します。 

提供の際には、「食の自立」の観点より十分なアセスメント（調査）を行いま

す。 

■対 象 者 次のいずれかに該当する方 

 ①６５歳以上のひとり暮らしの高齢者 

 ②虚弱な高齢者および、重度障がい者（６５歳未満で要支援 

または要介護認定を受けている方）の世帯など 

      ※利用には「要援護高齢者台帳」の登録が必要です。 

 

■費  用 １食（６５０円(税別)）につき、利用者負担額は下記の額となり 

ます。 

利用者が市民税非課税世帯に属する場合・・・３００円負担 

利用者が市民税課税世帯に属する場合 ・・・３５０円負担 

（減塩等特別食は、差額分本人負担となります。） 

 

■条  件 原則として、配食は直接手渡しで夕食を提供します。 

※配達時間は、おおむね午後１時３０分から６時までの間です。不在となることがわかってい

る場合は配達業者が示した時間までに業者へキャンセルの連絡をお願いします。なおキャン

セルの連絡がなく配達時にご不在の場合は安否確認ができなかったと判断し食事は持ち帰

らせていただきます。なお、その際の食費は自己負担となります。 

 

■お問合せ 高齢福祉課 高齢福祉係 ☎058-383-1779（直通） 
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２ 緊急通報システムの設置（緊急通報端末装置等の貸与） 

ひとり暮らしの方などの緊急時に備え、「緊急ボタン」を押せばすぐに消防署

へ連絡が入る緊急通報システム機器をご自宅に設置（貸与）します。 

このシステムは、消防署への連絡のほか「相談ボタン」を押すとコールセンタ

ーに繋がり、看護師等の専門的な知識を持つオペレーターが 24時間 365日健康

相談などをお受けします。またコールセンターから月に 1 回、安否確認のため

に電話をおかけする「見守りお元気コール」を行います。 

 

※システムの設置には固定電話が必要です。回線の種類によっては緊急通報装置 

 が設置出来ない場合があります。ご不明な点は各務原市高齢福祉課（☎058-

383-1779）へお尋ねください。 

  

■対 象 者 次のいずれかに該当する方で、疾病・障がい･老衰等があり、 

急病等緊急時対応が必要な方 

①６５歳以上のひとり暮らしの高齢者 

 ②虚弱な高齢者および、重度障がい者（６５歳未満で要支援 

または要介護認定を受けている方）の世帯など 

      ※利用には「要援護高齢者台帳」の登録が必要です。 

 

■費   用（設置料） 

利用者世帯の階層区分 利用者負担額 

生活保護世帯  

０円 生計中心者の前年度市民税非課税世帯 

生計中心者の前年度市民税額が 60,000円未満の世帯 

生計中心者の前年度市民税額が 

60,000円以上 90,000円未満の世帯 
半額（約 24,000円）（税別） 

生計中心者の前年度市民税額が 90,000円以上の世帯 全額（約 48,000円）（税別） 

＊無線式押しボタン（ペンダント）は紛失しやすいのでご注意ください。 

万一紛失の際は実費弁償していただきます。ご了承ください。 

＊入所、転出、死亡等で機器が不要となった場合は２機器とも市へご返却いただきます。 
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■設置する機器…市より下記の２つの機器を貸与します  

               

                

          

固定電話に接続し設置します  

 

 

■お問合せ 高齢福祉課 高齢福祉係 ☎058-383-1779（直通） 

 

 

３ 高齢者住宅改善助成 

在宅で寝たきり又は認知症高齢者などの住宅をバリアフリー化するための資

金を助成します。 

 

■対 象 者 次の①～④のすべてに該当する方 

① 市内に住所のある方 

② 次のいずれかに該当する方又は同居・同居しようとする方 

・６５歳以上で寝たきりの程度［ランクＡ・Ｂ・Ｃ］ 

・介護を要する認知症の方（６５歳未満であって初老期認知症に 

該当する方を含みます。） 

③ 地域包括支援センターが住宅改善を必要と認めた方 

④ 世帯の生計中心者の前年市民税課税年額が９３，０００円以下の世帯 

※利用には「要援護高齢者台帳」の登録が必要です。 

 

■申請方法 所定の申請書に工事見積書、写真等を添付して、ご提出ください。

審査の上、助成します。（事前申請が必要です。） 

 

■助成限度額 最大３００，０００円 

     （該当住宅につき、原則１回限り。助成率は次ページのとおり） 

 

持ち運び可能で首からかけたり、就寝時はお手元に置くこと

も可能です。ご自宅敷地内（左記端末が感知する距離内）で

あれば使用可能です。（注：紛失時、要実費弁償） 

●緊急通報端末装置  ●無線式押しボタン（ペンダント） 
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■助 成 率 世帯の生計中心者の市民税課税年額（前年度分）の状況により助成率を 

決定します。 

生計中心者の市民税額 助 成 率 

生活保護世帯・市民税非課税 １００％ 

１円～27,000 円以下の世帯 ８０％ 

27,001 円～93,000 円以下の世帯 ６０％ 

※世帯の生計中心者の前年の市民税額が 93,001円以上の場合は、対象外となります。 

 

■お問合せ 高齢福祉課 高齢福祉係 ☎058-383-1779（直通） 

 

 

４ 高齢者いきいき生活サポート事業 

人生経験豊かで元気な高齢者が、虚弱な高齢者にとってままならない作業を

お引き受けし、暮らしのお手伝いをします。 

※シルバー人材センタ－会員が、ご要望の作業内容を確認のうえ、現地に出向き

作業します。 

 

 
■対 象 者 ６５歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯 

   ※利用には「要援護高齢者台帳」の登録が必要です。 
 
■費  用 ３００円  電球・蛍光管の交換、植木・花の水やり、石油ストーブ

等給油、電気製品電池交換 
５００円 家具・電気器具の移動、暖房器具・扇風機の入替、新聞 
     紙・段ボールの回収 など 

１，５００円 換気扇のプロペラ清掃、洗面台清掃、浴槽の清掃 など 

※その他のサービスはご相談に応じます。 

詳細については公益社団法人 各務原市シルバー人材センターへお尋ねく 

ださい。 

  
■お問合せ 公益社団法人 各務原市シルバー人材センター ☎058-371-2300 
      高齢福祉課 高齢福祉係 ☎058-383-1779（直通） 
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５ 高齢者等ごみ出し支援事業 

親類やボランティアなどの支援が受けられず、最寄りのごみ集積所までごみを

出すことが出来ない虚弱な高齢者の方などを対象に、ごみ出しの支援を行います。 

 

■対 象 者 在宅生活で、次のいずれにも該当する世帯 

① 虚弱な高齢者又は重度障がい者のみの世帯 

② 自ら家庭系ごみを排出することが困難であると認められる世

帯であって、かつ、家庭系ごみの排出について他の者の協力

を得ることができない環境にあると認められる世帯 など 

          ※利用には「要援護高齢者台帳」の登録が必要です。 

※重度障がい者とは、市内に住所を有する４０歳以上６５歳   

未満の者で介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定

又は同条第２項に規定する要支援認定を受けた方 

            

 

■ごみの種類 家庭系ごみで、可燃ごみ・不燃ごみ・資源物及び有害ごみとし、 

事業の利用は原則、1回／週です。 

ただし粗大ごみ、緑ごみ、紙類、古着は対象外です。 

 

※分別方法など、詳しくは、「各務原市ごみ出しガイドブック」を  

ご覧ください。 

 

■費   用  無料 

 

■申  請  まずは、メールか電話にてお問い合わせください。 

 

■お問合せ  高齢福祉課 高齢福祉係 ☎058－383-1779（直通） 

メールアドレス：kfukusi@city.kakamigahara.gifu.jp 
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６ 認知症者外出支援事業 

 認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、外
出先で行方不明になった場合の早期発見、保護及び引渡しにつなげるとともに、
介護者の精神的負担を軽減するため、認知症者外出支援事業として 2 つの事業
を行っています。 
 

【見守りシール配布事業】 

 認知症の方が行方不明になった場合の発見や保護、引渡しを早期に行うため、
二次元バーコード（QRコード）が印刷された見守りシールを無料で配布します。 
 
■配布物 見守りシール 40枚セット 
      衣服にアイロンで貼付けられるラベル 30枚 
      持ち物に貼付けできるシール     10枚 
 
■対象者 ・市内に住所があり、在宅で生活している方 
     ・認知症の症状等により、行方不明になるおそれのある方 
 

【個人賠償責任保険加入事業】 

認知症の方が日常生活における偶然の事故によって、法律上の損害賠償責任
を負担することとなった場合に備え、認知症の方を被保険者とする損害賠償責
任保険に市が契約者として加入します。 
 

■補償金額 上限 1億円 
 
■対象者  見守りシール配布事業利用者のうち以下のいずれかに該当する方 
       ・認知症の診断を受けている方 
       ・（要介護認定を受けている方について）介護認定調査票 

または医師の意見書にて「認知症の程度」Ⅱa以上の方 
  

【認知症者外出支援事業 共通事項】 

 どちらの事業についても、利用者負担はありません。 
 ※ただし、見守りシールの追加配布をご希望される場合は有料となります。 
 
 ■申込方法 以下の書類を市高齢福祉課または最寄りの地域包括支援センター  

に提出 
       ・申請書 
       ・見守りシール登録シート 
 
■お問合せ 高齢福祉課 地域包括ケア推進係 ☎058-383-2124（直通） 

－７－ 
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７ 成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度（１２ページ参照）を利用する方について、一定の要件に該当す
る場合は、市長が申立人となり、裁判所へ審判請求を行います。 
また、審判請求費用・成年後見人等の報酬についても、一定の要件に該当する

場合、助成が受けられます。 

 

■お問合せ 高齢福祉課 高齢福祉係 ☎058-383-1779（直通） 

     各務原市成年後見支援センター ☎058-322-5118  

８ 養護老人ホーム 

家庭環境及び経済的理由により、自宅で生活を続けることが困難な６５歳以
上の高齢者のための施設です。 
 
入院治療を要する方、介護保険法による施設サービス利用が可能な方は対象と 
なりません。 

 
■利用施設 

施設名 所在地 電話番号 定員 

各務原市慈光園 各務原市那加山崎町３１ 058-380-2001 ５２名 

 

■お問合せ 高齢福祉課 高齢福祉係 ☎058-383-1779（直通）  
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在宅介護支援事業 

１ 紙おむつ等購入助成券支給 

在宅で寝たきり等の高齢者などに、紙おむつ等の購入助成券を支給しています。 

 

■対 象 者 原則、次の①～④のすべてに該当する方 

① 市内に住所のある６５歳以上の高齢者又は介護保険受給者 

② 常時紙おむつ又は紙パンツを使用している方 

③ 介護保険法に基づく要介護認定により要介護３以上の認定を受けた方（※）    

④ 紙おむつ等を使用する本人と、その属する世帯員全員の前年度分市民税

が非課税 

◇ 利用には「要援護高齢者台帳」の登録が必要です。 

 

※要介護２以下の方であって、次のいずれにも該当する場合は対象となります。 

・障がい高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準がＢ若しくはＣランク 

に該当する者、又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準がⅢ若しくはⅣラン

クに該当する方。（１５・１６ページ参照） 

・要介護認定における認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目において「介助」 

又は「見守り等」に該当する方。また例外的な取り扱いとして「ズボン等の着 

脱」の項目の「特記事項」を踏まえ、別途必要性が認められる方。 

 

■助 成 額 月額３，０００円分の助成券を交付 

※年２回支給(３月〈４月～９月分〉・９月〈１０月～３月分〉) 

 

■対象用品 紙おむつ、紙パンツ、尿とりパッド、おしりふき、使い捨て手袋、

防水シート、防水シーツ 

 

■その他  ・予防での常時使用は対象になりません。 

・入院もしくは、施設に入所、有料老人ホーム、ケアハウス、サービ

ス付高齢者住宅等に入居されている方は対象となりません。 

・障がい者紙おむつ購入助成事業との重複利用はできません。 

・他の制度により紙おむつ等の助成を受けることができる場合は、 

この事業の対象となりません。 

・助成券は、協力店（市薬業会に加盟する薬局・薬店等）で使用でき 

 ます。 

・一回の購入費用が３，０００円未満の場合、おつりはでません。 

・随時申請分については審査決定月から各期の残り分を交付します。  

■お問合せ 高齢福祉課 高齢福祉係 ☎058-383-1779（直通） 
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相談支援・関係機関等 

１ 地域包括支援センター 

社会福祉士・保健師又は看護師・主任ケアマネジャーの資格を持つ職員がご本

人やご家族の生活上の相談に応じて、各種保健福祉サービスを紹介し、関係機関

との調整を行います。 

■主な業務  

① 総合的な相談・支援（高齢者の方の総合相談窓口です） 

② 高齢者の権利擁護（日常生活自立支援事業、成年後見人制度の相談） 

③ 高齢者虐待の防止と早期発見 

④ 事業対象者、要支援 1・２と認定された方の介護予防プラン作成 

⑤ 介護予防・生活支援サービスの対象となる方の把握と介護予防プラン作成 

⑥ 介護予防、認知症予防教室、家族介護教室の開催 

⑦ 認知症に関すること 

 

■場  所 お住まいの小学校区の地域包括支援センター 

小学校区 名  称 所在地 電話番号 

那加第一 
尾崎 

蘇原第一 

地域包括支援センター 
飛鳥美谷苑 

那加西市場町７丁目 
２８５－１ 

０５８－３７１－３０８１ 

那加第二 
那加第三 
蘇原第二 

地域包括支援センター 
各務原市社会福祉協議会 

那加桜町２丁目１６３ ０５８－３８３－７６２４ 

稲羽西 
稲羽東 

地域包括支援センター 
つつじ苑 

大佐野町２丁目５８ ０５８－３７１－２２２６ 

陵南 
鵜沼第二 
中央☆２ 

地域包括支援センター 
フェニックス・かかみ野 

鵜沼各務原町６丁目 
５０ 

０５８－３８４－８８４４ 

各務 
八木山 
中央☆１ 

地域包括支援センター 
カーサ・レスペート 

各務おがせ町９丁目 
２８２ 

０５８－３８１－３８００ 

鵜沼第一 
鵜沼第三 
緑苑 

地域包括支援センター 
ジョイフル各務原 

鵜沼小伊木町３丁目 
１７０－１ 

０５８－３７９－２５２１ 

川島 
地域包括支援センター 
リバーサイド川島園 

川島河田町１３４８ ０５８６－８９－２９７９ 

中央☆１ 自治会：船山町西・坂井・東島町・各務西組第１ 
中央☆２ 自治会：川崎北、川崎南、三ツ池西第 1、三ツ池西第 2、三ツ池西第 3、三ツ池西第 4、 
         三柿野東、東栄町南、東栄町、中央町、山の前（1丁目のみ） 

※地域包括支援センターを訪問される場合は、できるだけ事前に電話予約をしていただきます

ようお願いします。 
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２ 行方不明高齢者の捜索 

高齢者の方が行方不明になり、家族だけでは捜しきれないような場合は、各務

原警察署生活安全課（☎058-383-0110（代表））または最寄りの交番・駐在所に

「行方不明者届」を提出してください。 

市では、警察からの協力要請（家族の了承がある場合）により、防災行政無線

や情報メールで捜索情報の放送、配信をしています。 

※放送やメール配信では、住所（町名まで）、年齢、性別、身長、髪型、服装等の情報が流れ

ます。 

 

■携帯メールの登録 

   t-kakamigahara@sg-m.jp 

「情報メール」登録・解除をクリックするとメール 

配信が可能になります。              

 

３ 日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的・精神障がい者などで、自分ひとりで判断が困難なため、

日常生活に不安のある方は、日常生活自立支援事業を利用することができます。 

■主な業務 福祉サービスの利用援助 

       日常の金銭管理サービス 

       書類預かりサービス 

■お問合せ 各務原市社会福祉協議会 ☎058-383-7610（直通） 

（那加桜町２丁目１６３）   

 

 

 

 

■相談費用 無料 

 

■利用日時 月曜日～金曜日 

午前９時～午後５時 

（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く） 

※緊急のご相談は、２４時間受付けます。 
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４ 成年後見制度 

成年後見制度は認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力の不

十分な方々の財産、権利、法律行為などを守るために、家庭裁判所によって、選ば

れた成年後見人等（後見人、保佐人、補助人）が、本人の権利を守る制度です。 

 

■相談先 

名  称 所在地 電話番号 

地域包括支援センター 

１０ページをご覧ください 

※ 高齢者やそのご家族の相談窓口です。まずは、 

地域包括支援センターにご相談ください。 

各務原市成年後見支援センター 
各務原市那加桜町 2-163 

総合福祉会館 2階 
０５８－３２２－５１１８ 

社会福祉法人 各務原市社会福祉協議会 

生活相談センターさぽーと 
各務原市那加桜町 2-163 

０５８－３８３－７６１０ 

（フリーダイヤル） 

０１２０－１９８－３６５ 

公益社団法人 成年後見センター 

リーガルサポート 岐阜県支部 

岐阜市金竜町 5-10-1 

岐阜県司法書士会館内 
０５８－２５９－７１１８ 

一般社団法人 岐阜県社会福祉士会 

権利擁護センター 

ぱあとなあ岐阜 

岐阜市下奈良 2-2-1 ０５８－２７７－７２１６ 
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５ 福祉有償運送（移送サービス） 
 単独では、交通機関を利用して外出することが困難な高齢者や障がい者が利用

できる移送サービスで、通院などにご利用することができます。 

■対 象 者   次のいずれかに該当する方 

①身体障がい者（肢体不自由、内部障がい者等） 

②知的障がい者 

③精神障がい者    

④介護保険法に基づく要介護または要支援認定者、介護予防・生活支援サービス事業対象者 

■申し込み 直接事業所へ 

※利用される方は、事業所への会員登録が必要となります。 

※利用料金は、一般タクシーの半額程度です。 

■福祉有償運送事業所 
名  称 所 在 地 電話番号 対象者 

社会福祉法人 

各務原市社会福祉協議会 

各務原市那加桜町 

2-163 
058-383-7610 介護・障がい者 

ＮＰＯ法人 

福祉サポートセンター 

かかみがはら（わたぼうし） 

各務原市鵜沼三ツ池町

5-173-1 
058-379-1268 介護・障がい者 

ＮＰＯ法人ほおずきの会 
各務原市上中屋町 

2-183 
058-382-2201 介護・障がい者 

ＮＰＯ法人ピッコロ 
各務原市鵜沼朝日町3-

136 
058-384-6215 介護・障がい者 

ＮＰＯ法人ぎふ市民協 

おでかけ支援センター 

各務原 

各務原市蘇原中央町 

2-18 
070-5640-9708 介護・障がい者 

ＮＰＯ法人 

ギフ福祉ネットワーク 

東部 

岐阜市野一色 4-15-12 058-248-6050 介護・障がい者 

ＮＰＯ法人 

生活サポート・助け足ネット 
岐阜市北山 1-13-18 058-243-5306 介護・障がい者 

※上記以外に、身体介護＋乗降介助を行う営利法人の介護タクシーもありますが、料金は

一般タクシー並みとなります。 

 

■お問合せ 福祉政策課 地域共生社会推進係 ☎058-383-1127（直通） 
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６ 関係機関 

機 関 名 所 在 地 電  話 

各務原市役所高齢福祉課 

各務原市那加桜町 1-69 

058-383-1779（直通） 

各務原市役所介護保険課 058-383-1778（直通） 

岐阜県高齢福祉課 
岐阜市薮田南 2-1-1 

岐阜県庁舎内 

058-272-1111（代表） 

岐阜地域福祉事務所 058-272-1930（直通） 

岐阜保健所 
各務原市那加不動丘 1-1 

県健康科学センター内 
058—380-3002（直通） 

岐阜家庭裁判所 岐阜市美江寺町 2-4-1 058-262-5121（代表） 

社会福祉法人 岐阜県福祉事業団 

岐阜県福祉総合相談センター 

岐阜市中 2-470 

（岐阜県立寿楽苑内） 

058—239-8063（代表） 

＊福祉なんでも 110番 

専用ダイヤル   

058-234-0110 

社会福祉法人 

各務原市社会福祉協議会 
各務原市那加桜町 2-163 058-383-7610（直通） 

公益社団法人 

各務原市シルバー人材センター 

各務原市那加桜町 2-186 

産業文化センター5階 
058-371-2300（直通） 

岐阜県総合医療センター 岐阜市野一色 4-6-1 058-246-1111（代表） 

東海中央病院 各務原市蘇原東島町 4-6-2 058-382-3101（代表） 

各務原警察署 各務原市蘇原中央町 2-1-3 058-383-0110（代表） 
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用語の定義  

１ 要援護高齢者 

市内に居住する原則６５歳以上の高齢者で、虚弱なひとり暮らしの方や高齢

者世帯の方などで、何らかの援護の必要な方 

※介護保険の要介護（支援）認定者は４０歳以上の方も対象となります。 

 

２ 要援護区分の見方 

  ①寝たきりの程度（障がい高齢者の日常生活自立度判定基準） 

種  類 区分 内   容 
詳細

区分 
内   容 

虚 弱 Ｊ 

何らかの障がい等を有するが、

日常生活はほぼ自立しており

独力で外出する。 

Ｊ-１ 
交通機関等を利用して外出す

る。 

Ｊ-２ 隣近所へなら外出する。 

準寝たきり Ａ 

屋内での生活は、概ね自立して

いるが、介助なしには外出しな

い。 

Ａ-１ 

介助により外出し、日中はほと

んどベッドから離れて生活す

る。 

Ａ-２ 

外出の頻度が少なく、日中も寝

たり起きたりの生活をしてい

る。 

寝 た き り 

Ｂ 

屋内での生活は、何らかの介助

を要し、日中もベッド上での生

活が主体であるが、座位を保

つ。 

Ｂ-１ 
車いすに移乗し、食事、排泄は

ベッドから離れて行う。 

Ｂ-２ 介助により車いすに移乗する。 

Ｃ 

1日中ベッド上で過ごし、排泄、

食事、着替えにおいて介助を要

する。 

Ｃ-１ 自力で寝返りをうつ。 

Ｃ-２ 自力では寝返りもうたない。 

 （平成 3年 11月 18日 老健第 102-2号 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知） 
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②認知症の程度（認知症高齢者の日常生活自立度判定基準） 

ランク 内   容 詳細 詳細内容 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 

Ⅱ 

日常生活に支障を来すような症状・行

動（幻視・幻聴、妄想、昼夜逆転、暴

力、徘徊、失禁、大声・奇声、火の不

始末、不潔行為、異食、物を拾い集め

るなど）や意思疎通の困難さが多少見

られても、誰かが注意していれば自立

できる。 

Ⅱａ 

家庭外で左記Ⅱの状態が見られる。

（たびたび道に迷うとか、買物や事

務、金銭管理などそれまでできたこ

とにミスがめだつ等） 

Ⅱｂ 

家庭内でも左記Ⅱの状態が見られ

る。（服薬管理ができない、電話の応

答や訪問者との応対など一人で留守

番ができない等） 

Ⅲ 

日常生活に支障を来すような症状・行

動（着替え、食事、排便・排尿が上手

にできない・時間がかかる、やたらに

物を口に入れる、物を拾い集める、徘

徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の

不始末、不潔行為、性的異常行為等）

や意思疎通の困難さが見られ、介護を

必要とする。 

Ⅲａ 
日中を中心として左記Ⅲの状態が見

られる。 

Ⅲｂ 
夜間を中心として左記Ⅲの状態が見

られる。 

Ⅳ 
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護

を必要とする。（見られる症状・行動の例はランクⅢに同じ） 

Ｍ 

著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

（せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続

する状態等） 

（平成 18年 4月 3日 老発第 0403003号 厚生省老人保健福祉局長通知) 
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手引きに関するお問合せ 

 

 

民生委員は、 

あなたのまちの相談相手です 
 

■ 民生委員をご存じですか  （民生委員法 第5条） 

民生委員は、「民生委員法」に基づき、厚生労働大臣に委嘱された社会奉仕をする人

として、地域住民の立場に立って、みなさまの暮らしを支援する人です。 

 

■ お気軽にご相談ください 

 民生委員は、地域のみなさまの相談相手です。高齢者の介護に関すること、生活の

中で気になっていることがございましたら、お気軽にご相談ください。 

 

■ みなさまを支援するサービスを紹介します 

 地域にお住いのみなさまの心配ごとなどを解決するために、専門機関や福祉サービ

スなどをご紹介します。また、みなさまと行政とのパイプ役や調整役を務めます。 

 

■ あなたの相談内容の秘密を守ります （民生委員法 第15条） 

 民生委員には守秘義務があります。地域のみなさまから受けた相談内容の秘密を守

ります。個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援活動を行います。 
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各務原市高齢福祉課 

高齢福祉係     ☎058-383-1779（直通） 

 


